
掲 示 第 １３５ 号 

公 募 公 告 

 

下記のとおり公告します。 

記 

 

１ 公募に付する事項 

令和８年度総合健康診査業務に関する単価契約（浜田税関支署地区） 

（詳細は、参加要領（別途交付）参照） 

 

２ 公募に参加する者に必要な資格等に関する事項 

以下の要件を全て充足していること。 

⑴ 予算決算及び会計令第 70条の規定に該当しない者であること。 

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている

者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

⑵ 予算決算及び会計令第 71条の規定に該当しない者であること。 

⑶ 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確

保されている者であること。 

⑷ 各省各庁から指名停止等を受けていない者（支出負担行為担当官が特に認める者を含む。）で

あること。 

⑸ 下記の官署の所在地から実施機関の所在地までの移動所要時間が公共交通機関を利用して、概

ね１時間以内であること。 

【官署一覧】 

①浜田税関支署   浜田市長浜町 1785-16 

 

⑹ その他条件については、参加要領による。 

 

３ 参加要領の交付に関する事項 

 ⑴ 日 時  令和８年６月５日（金）から令和８年６月２２日（月）まで 

（平日８時 30分から 12時 15分まで、13時 00分から 17時 00分まで） 

 ⑵ 場 所  兵庫県神戸市中央区新港町 12－１ 神戸税関 

⑶ 連絡先  総務部厚生管理官 （電話：078-333-3023 担当:松谷） 

       （会計課用度係（電話：078-333-3019 担当：遠藤）） 

なお、参加要領の郵送等による交付を希望する者は、上記（3）まで連絡すること。 

 

４ 申込書の提出期限及び場所 

⑴ 提出期限 令和８年６月２３日（火）17時 00分まで 

⑵ 提出場所 〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町１２－１ 

神戸税関総務部厚生管理官（神戸税関会計課用度係） 

⑶ 連絡先  電話：078-333-3023（078-333-3019） 

 

５ 契約者の決定方法 

申込書等必要書類を提出した者のうち、上記２に掲げた条件を満たす全ての者と契約する。 

 

６ 申込書の無効 

本公告に示した公募に参加する者に必要な資格のない者の申込書は無効とする。 

 

令和８年 ６月 ５日 

 

                        支出負担行為担当官 

                       神戸税関総務部長  内藤 竜也 


